
東日本大震災による被災事例 

提供 国土交通省北上川下流河川事務所 

流出した船舶の家屋への衝突や、船の燃料による火災発生の危険があります！ 

不法係留は、法律による罰則（※）が適用されます。 
※（３か月以下の懲役、又は２０万円以下の罰金） 

平常時 

～ 津 波 被 害 を 軽 減 す る た め に ～ 

東京湾内への 

津波の進入 

堀割川は津波の影響を受けやすい河川です！ 

N 

堀割川 

船舶の流出や浸水が起きやすい。 

そじょう 

神奈川県横浜川崎治水事務所 許認可指導課・河川第二課 

〒220-0073 横浜市西区岡野2-12-20（横浜西合同庁舎内） 

電話（045）411-2500（代表） 

津波遡上時 

そじょう 

 
 

 河口が東京湾口に向かって開いているため、津波が 

遡上しやすい。 

 川と陸地との高低差が少ないため、津波の遡上に伴う 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11trtphej/EXP=1447978009;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVDI1UHR4U0pKenBtMk1CN0lQRVUtd1R6YTNPUEtjbG5Ma2NSQmdXZ3ZTTTdOdlpxQ2pkRzVNeFEEcAM1cDJ4NUxxczVybS5JT1djc09XYnN3LS0EcG9zAzE1BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp/**http:/www.jiu.ac.jp/sakura/map/kanto.gif


平成28年1月作成 

神 奈 川 県 の 取 組 み 

 神奈川県では、平成13年３月に大岡川水系の各河川を「重点的撤去区域」に指定し、不法係留船

対策に取り組んできました。その結果、大岡川水系全体で平成８年に662隻あった不法係留船が、

27年には160隻まで減少しましたが、引き続きその解消に向けた様々な取組みを進めています。 

③ 行政代執行（船舶の強制撤去） 

① パトロール 

川をきれいに！ 

安全に！ 

「重点的撤去区域」 

堀割川（L=2.65km） 

⑥ 撤去後の対応（フロート・看板の設置） 

横浜川崎治水事務所 

キャラクター ちすいちゃん 

④ 行政代執行（沈船の引上げ） 

② 警告書貼付 

⑤ 一時保管場所への移動 

～ 不 法 係 留 船 対 策 の 流 れ ～ 

電話（045）411-2500（代表） 
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